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　近年、子どもの貧困については、日本における

重要な課題であるとされています。厚生労働省が

実施した2019年の調査結果では、7人に1人が、そ

してひとり親世帯の約半数が貧困という結果でし

た。貧困は経済的困難から衣食住が不十分となる

だけではありません。親の子どもに接する時間の

減少をもたらし、子どもの自己肯定感の低下や孤

立感、不安感の深まりを生むと言われています。

さらに、このことが学力の低下、不安定な就職に

つながり、結果的に低所得に陥るという「貧困の

連鎖」を引き起こすとも指摘されています。

　国は、「我が国の将来を担う子どもたちは国の

宝。貧困の責任は子どもたちにはない。貧困が連

鎖することがないよう、必要な環境整備と教育の

機会均等を図る貧困対策は極めて重要」と位置付

け、2014（平成26）年施行の「子どもの貧困対策の

推進に関する法律」に基づき取組を推進していま

す。

　わたしたちのすぐ隣に貧困の現実があります。

子どもは親を選ぶことができません。親の貧困が

子どもの将来の貧困につながるのであれば大き

な問題です。「責任は親にある」との声を聞くこと

がありますが、その親自身も貧困を受け継いでい

る可能性があるのです。貧困を当事者だけの責任

とするのではなく、一人ひとりの問題として考え

行動していくことが、「子どもの将来が生まれ

育った環境によって左右されない」社会の実現に

欠かせないのです。

拉致問題とは
　1970年代から1980年代にかけて、多くの日

本人が不自然な形で行方不明となりました。これ

らの事件の多くは、北朝鮮当局による拉致の疑い

が濃厚であることが明らかになったため、政府は

1991（平成3）年以来、北朝鮮に対して拉致問題

を提起してきました。北朝鮮は、頑なに否定し続

けていましたが、2002（平成14）年9月の日朝首

脳会談において、初めて日本人の拉致を認め、謝

罪しました。そして、同年10月、5名の拉致被害者

が帰国しましたが、他の被害者について、北朝鮮

当局は、いまだ問題の解決に向けた具体的行動を

とっていません。

　政府は、2010（平成22）年までに17名を北朝

鮮当局による拉致被害者として認定しています

が、このほかにも拉致された可能性を排除できな

い事案があるとの認識のもと、調査を進めていま

す。北朝鮮当局による拉致は、国民に対する人権

侵害であり、我が国の主権及び国民の生命と安全

に関わる重大な問題です。

拉致問題の解決に向けて
　国際連合においては、毎年我が国が提出してい

る北朝鮮人権状況決議が採択され、北朝鮮に対

し、拉致被害者の即時帰国を含めた拉致問題の早

急な解決を強く要求しています。さらに、2006

（平成18）年には「拉致問題その他北朝鮮当局に

よる人権侵害問題への対処に関する法律」を制定

しました。また、拉致問題についての認識を深め

るため、12月10日から16日までを「北朝鮮人権

侵害問題啓発週間」と定めています。拉致問題

の解決には、幅広い国民各層及び国際社会の理解

と支持が不可欠であり、その関心と認識を深める

ことが求められています。

　ある日突然連れ去られ、今も救出を待ち続けて

いる…。それが、自分や自分の家族だったら…。わ

たしたちには、被害者や被害者の家族の立場に

立って、考え行動することが求められているので

はないでしょうか。

きた

のう こう

ちょうせん

かたく

ひ がい

はい じょ

そく

さいじょう

ら ち

きょう たく

じ

はば

「希望の輪」　大分市人権フォトコンテストの作品
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